
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・労務に役立つ NEWS LETTER 

事 務 所 通 信 6 
2022 

「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付 「年金手帳」の位置づけも要確認 

2022 年（令和 4 年）6 月号 

11200 日 

育児・介護休業法の改正に伴い、健康保険法等の一部が改正され、令和４年 10 月から施行されます。このう

ち、育児休業等中の社会保険料の免除要件の見直しに関し、厚生労働省からＱ＆Ａが公表されました。 

令和４年４月施行の改正により、「年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が図られています。企業実

務に影響がある事項もありますので、そのポイントを紹介します。 

育児休業等中の社会保険料の免除要件の見直しに関するＱ＆Ａを公表（厚労省） 

発行：種子田社会保険労務士事務所 
TEL 080-5381-5830  FAX 050-68689320   

e-mail sharoushi@taneda.biz 

★厚生年金保険の資格取得時等に確認している「基礎年金番号」については、今後も、「年金手帳」から確認で

きます。年金手帳が使えなくなったわけではないので注意しましょう。なお、日本年金機構では、年金手帳を

お持ちの方に対しては、「引き続き年金手帳を大切に保管してください」と呼びかけています。 

 

 ＜「基礎年金番号通知書」の送付＞ 

□ これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行される「年金手帳」は、日本年金機構から

事業所あてに送付されていましたが、令和４年４月以降、「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番

号通知書」は、原則として、日本年金機構から被保険者あてに送付されます。 

□ ただし、あて先不明等の理由で、被保険者に届けることができなかった場合には、日本年金機構から事

業所あてに送付されるようです。この場合には、事業主を通じて被保険者に交付することになります。 

＜改正後の「年金手帳」の位置づけ＞ 

□ 「基礎年金番号通知書」の発行の対象となるのは、原則として、令和４年４月以降に新規に国民年金の

被保険者の資格を取得した方となります。 

既に「年金手帳」をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」の発行は行われません。 

□ 既に「年金手帳」の交付を受けている方については、基本的に、「年金手帳」を基礎年金番号の確認等に

用いることになります。 

 ➡年金手帳は、今後も、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として有効です。 

････････････････････「基礎年金番号通知書」の送付・改正後の「年金手帳」の位置づけ･･･････････････････ 

最初の問で、改正の概要を説明しています。 

問 改正の概要如何。 

答 今般の育児休業等中の保険料免除に係る主な改正内容は次の通り。 

① 出生時育児休業制度について、育児休業等の取得促進の観点から、保険料免除の対象とする。 

② 月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育児休業

等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に 14

日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除する。 

なお、その際には、同月内に取得した育児休業等及び出生時育児休業による休業等は合算して育児休

業等期間の算定に含める。 

③ 賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じて

いる可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的とし

て育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して１か月超の育児休業等の取得者に限り、

賞与保険料の免除対象とする。 

･････育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するＱ＆Ａ（いくつか抜粋）･････ 

（次ページへ続く） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先にお伝えしたとおり、令和４年度においては、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられます。そこで、

令和４年度の労働保険料の申告・納付（年度更新）における雇用保険分の概算保険料については、年度の前期

（令和４年４月１日から同年９月 30 日まで）の概算保険料額と、年度の後期（令和４年 10 月１日から令和５

年３月 31 日まで）の概算保険料額をそれぞれ計算し、その合計額を、雇用保険分の概算保険料として申告・納

付することとする暫定措置が適用されることになっています。 

具体的にどのように対応するのか、そのポイントを紹介します。 

★上記はほんの一例です。この改正は、社会保険に加入しているすべての企業において、対応が必要となるも

のです。詳しく内容を確認したいときは、気軽にお声掛けください。 

･･･････････････････令和４年度の年度更新 概算保険料（雇用保険分）の記入のポイント･････････････････ 

★なお、厚生労働省からは、電子申請の際の注意事項も案内されています。その点も含め、不明な点があれば、

気軽にお声掛けください。お任せしていただいている場合は、適切に対応しますので、ご安心ください。 

6/1 ● 労働保険の年度更新手続きの受付開始（～7/11） 

6/10 ● 5 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

● 納期特例の適用を受けている個人住民税特別徴収税（2021年 12 月から 2022 年 5 月分）の納付 

6/30 ● 5 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● 4 月決算法人の確定申告と納税・10 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 7 月・10 月・1 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

 

令和４年度の労働保険年度更新 概算保険料（雇用保険分）の記入に注意 

 実務において必要となる細かな内容についても、Ｑ＆Ａが用意されています。たとえば、次のようなもの

があります。 

問 育児休業等日数の算定にあたり、休日は含めるのか。 

答 育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数（当該育児休業等が出生時育児

休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数）をいい、その間に土日等

の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くこと

はしない（育児休業等日数に含まれる）。 

令和４年度の年度更新で用いる「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書」への概算保険料（雇用

保険分）の記入にあたっては、当該申告書に付いてくる「確定保険料算定基礎賃金集計表」に設けている『概

算保険料（雇用保険分）算定内訳（下記参照）』を用いて算出した額を転記することとされています。 

 

※１ ②欄の (イ)、(ロ) については、①欄の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額（千円未満の端数が生じる場合

は、その端数について、切り捨ててください。）を記入してください。ただし、令和４年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額

と比較して、２分の１以上２倍以下の額となる場合には、前年度の賃金総額の２分の１の額（その額に千円未満の端数が生じる場合

は、その端数について、(イ) は切り上げ、(ロ) は切り捨ててください。）をそれぞれ記入してください。 

※２ ③欄の (ハ)、(ニ) については、①欄の適用期間中の雇用保険率を記入してください。 

※３ ④欄の (ホ)、(ヘ) については、１円未満の端数が生じた場合であってもその端数は切り捨てず、(ホ)＋(ヘ) については、１円未満

の端数が生じた場合にはその端数を切り捨ててください。 

以下 略 

 

お仕事 

カレンダー 

６月 


